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(家庭生活及び子育て支援員)

沖縄県母子寡婦福祉連合会で1よ、沖縄県から委託を受けて、

、父子家庭、寡婦の方を対象にヘルパー派遣事業を行つてし1ます。

登録された経験豊かなヘルパー(家庭生活及び子育て支援員)を派遣し、

一時的な保育や日常生活のお手伝し1等をしています。
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母子家庭の母、父子家庭の父や、児童の一時的なケガや病気

ひとり暮らしの寡婦、又は寡婦と同居してし1る父母の一時的なケガや病気

母子家庭の母、父子家庭の父の自立促進に必要な技能習得のための通学や就職活動など
(一時的なものに限る)

冠婚葬祭、父母の出張、子の学校等の公的行事への参加など

その他、一時的に援助を必要とする状況になつたとき

お 問 い 合 せ 先

公益社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会
〒903-0804那 覇 市 首 里 石 嶺 町 4-373-1

沖縄県総合福祉センター(東棟3階 )

TEL.098日887日4099 FAX.098日 887・4091
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生活援助・子育て支援の内容

・身の回りのせ話 (簡単な身体介ロカ)

・住居の掃除

・医療機関等との連絡

・食事の芭話

。日用品の買い物

。その他一時的な生活援ロカ
生活援助

子育て支援

注 意 事 項

◎申請にあたつて

①本事業を利用希望される方は、事前に登録が必要です。あ住まいの市町村の児童

福祉担当課等へ「母子家庭等日常生港支援申請書」を提出してください。

②申請書提出の際は下記の書類を添付して<ださい。ぷ ltμtt rメ玖

・母子家庭、父子家庭又は寡婦であることを証明する書類 (児童扶養手当証書、

母子医療証、住民票等の写し)/,Jナ月学 と赤放研影Dttιえひ塘嚇 ひ宣学グ

・所得と課税の状況がわかるもの (「 第 2昌様式」叉は「市町村民税課税証明書」等 )

。生活保護世帯の方は、生活保護法 |こよる保護受給証明書

◎ご利用にあたつて

①派遣対象は、一時的 |こ支援を必要とする事由が生じている場合です。継続的 |こ

支援契約を結ぶものではありません。派遣回数は原貝」として年間10回を限度とし

ていますが、状況を判断のうえ対応いたします。

②下記の場合は、派遣することができません。

・支援内容が専門的技術を要する場合 (重度の障害や病気の方の介護など)で、

家庭生活支援員では対応困難と判断されるとき。

・緊急時や、家庭生活支援員の都合がつかない場合 (当 日の派遣はできません)

・派遣が、一時的な事由でない場合。

利 用 料 金

利 用 世 帯 の 区 分
利用者の負担額 (1時間あたり)

子育て支援      生活援助

生 活 保 護 世 帯

市町村民税非課税世帯

児童扶養手当支給水準の世帯

前 記 以 外 の 世 帯

※子育て支援については

① l時間を基本単位とすることから、最低でも1時間分の利用者負担となります。

②宿泊した場合の負担額|よ 8時間とし、児童 1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額となります。

③児童数に応じた負担額となり、2人以上の児童 1人につき児童 1人の場合の負担額に0.5を乗じて

得た額が加算されます。

・写し幼児の保育

・技能習得のための通学や就職活動の際の保育サービス

・病後児保育、医療機関等この連絡
。その他一B寺的な子育て支援

0円

0円

70円

150円

0円

0円

150円

300円
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与那原。西原・中城
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利用内容 (時間) 利用料金

上記以外の8寺間/日・祝日/年末年始/当日緊急 700円 //8き間

病児・病後児 700円 //8寺間

宿泊 (要予約) 21:00～ 7:00 500円 /時間 ―

☆見弟姉力末は、2人日以降は半額に力8欝になりますb

★利用料金は、あ`ねがい会員がサポート会員へ直接お支払下さいも
食事などの実貴は月」途あ支払
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平日 (月～土) 1   7:00～ 19:00    1600円 /時間 ● ♪

与那原阿・西原阿・中城村
(三阿村広域)

フアミリーサポートセンター
委託:(公財)沖縄県労福協

交通費く

`当1日のキヤンセルはキ,ソ惇ル料が発生し蘇|す
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フアミリーサポートセンター活動の流れ

おねがい会員

明日残業で

遅いので、

保育園への

お迎えをお

願いしたい

のですが ?

は い 。

わかり

ました。

明日、保育園
へのお迎えお

願いできます

ズ,ヽ ?

アドバイザー

いいで

すよ。

サポート会員

ありがと

うござい

ました。
顔合わせ

。アドバイザー
。おねがい会員
・サポート会員

サポート会員ヘサポートの依頼

サポート活動

‖Ⅲ

活動終了後、サポート会員へ報酬の支払い

出

活動報告書
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会員登録後、サポートが
必要になったらセンターヘ

い
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講習会を受請後、会員登録。
できるときに活動する。
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|■ ファミリーサポートセンターIの仕組み
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こどもの一時預かりや保育施

設への送迎、病児や病後児の預

かりなど、子育ての支援を必要

とするおねがt｀会員と子育ての

手助けをするサポー ト会員をつ

なげる役目です。

原則として、お子さんの預か

り先はサポート会員の自宅とな

りますが、おねがい会員の指定

する場所で預かることもできま

す。

与那原|・ 西原・中城
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●与那原警察審

・子育ての援助を受けたい方

・与那原町・西原町・中城村又は三町村に隣接する市町村

等に居住及び勤務している方        k
・ O歳～概ね 18歳までの子どもを現に育児している方

,その他、センター長が認める方

・子育ての援助をしたい方

・与那原町・西原町・中城村または三町村に隣接 し

ている市町村に居住

・その他、センター長が認める方

おねがい会員、サポート会員両方希望する

・保育施設の開始前や終了後の預かり

・保育施設までの送迎

・学校や保育施設等が休みの時の預かり

・保護者等の病気や急用の際の預かり

・保護者等の短時間・臨時的就労の際の預かり

。冠婚葬祭や兄弟の学校行事の際のアかり

・早朝・宿泊等の緊急時の預かり

・病児・病後児 (回復期)の預かり
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月曜 日～金 曜 日 AM9:00～ PM5:30
(閉 所/土・日、祝 日、年末年始、慰霊の 日)
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★与那原町子育て支援課

★西 原 町 こ ど も 課

★中 城 村 福 祉 課

こ
ん
な
時
に
利
用
が
で
き
ま
す

098-945-6520
098-945-5311
098-895-2131

氏名・電話連絡先・日時・依頼内容・活動場所の確認

与
那
宙
浜
公
園

■ 会員について んな時に利用ができます

おねがい会員

サポート会員

両方会員
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